
２．淡海子ども・若者プランの主要事業実績・成果（平成２８年度）

１　子どもの人権を尊重し、社会全体で「子育て」「子育ち」を支える意識の醸成

基本目標 施策の方向性

施策の方向性

事業名 今後の課題 担当部局

自尊感情・学びの礎育成プ
ロジェクト事業

  30推進学区において、学びの礎となる「自尊感情の育
成」をテーマに地域の実態に合わせた取組を推進すること
ができた。また、その成果を全体交流研究会を通じて県内
全体に広げることもできた。参加者の約95％から「参考に
なった」との評価を得た。
  学校園・所・関係機関においては、自尊感情の概念とそ
の育成をめざした取組は定着している。
  今後、困難な状況にある子どもへの継続した支援とその
仕組みを整えていくこと、地域・家庭へも取組を広げてい
くことが重要であると考えている。

人権教育課

「子ども県議会」開催事業 子ども議員一人ひとりの思いや考えを高める体験活動、勉
強会の在り方をさらに追及していく必要がある。

子ども・青
少年局

利用しやすい保育所づくり
推進事業費（人権保育推進
研究活動事業費等補助金）

各種研修事業に対する助成を行うことにより、子どもの人
権を尊重する保育の推進に努める。

子ども・青
少年局

淡海子育て応援団事業 「子育て応援団」の登録事業所・店舗数の増加を図り、社
会で子育てを支える環境づくりの一層の推進を図ってい
く。

子ども・青
少年局

○主要事業の取組状況と今後の課題

社会全体で子ども・若者の育成支援に取り組む意義や子ども・若
者の育ちや自立を支える地域づくりの重要性について、県民の理
解を深める取組を進めます。

子育ては社会的に意義のある重要な営みであることや、子ども・若者の育成を見守り、ともに関わり、支える地
域づくりが大切であるという意識を育くむとともに、子どもの頃から地域活動に参加し、世代間のつながりを大
切にする地域づくりを進めます。また、家族のふれあいやきずなを大切にしながら、男女がともに子育てに関わ
り、よりよい家庭環境をつくる意識を育みます。

①子どもの人権が尊重される社会づくり

滋賀県子ども条例に掲げる、「子どもが人権を尊重され、夢を
もって健やかに育ち、子どもを安心して育てることのできる環境
づくり」を進め、「子どもの最善の利益」が実現される社会を目
指します。

県民、地域の団体、企業や行政など様々な主体が、子どもの人権を尊重し、その可能性を伸ばしていくことが大
切であるという意識を育み、相互に連携して、各々の責任を果たすなかで、子どもが健やかに成長するための環
境づくりを進めます。

②子ども・若者の育成支援についての理解の促進

基本目標

取組状況

  指定した30推進学区において、自尊感情を高める取組を進めている。
  県域では、３回の推進交流会を開催し、アドバイザーからの助言を受け
ながら取組の交流、改善を行った。また、30学区の推進訪問を実施し、進
捗状況の確認及び指導助言を行った。
  ８月上旬には全県を５ブロックにわけて、推進学区の取組を発信し、実
践を交流する研究会を開催した。参加者は、約580名。

県内各地より50名の子ども議員を選出。計6回の体験活動、勉強会を通して
滋賀県について学び、12月に「子ども県議会」を開催。15の提案、活動報
告、感想など、子ども議員が役割を分担しながら、自らの考えを表明する
ことができた。

滋賀県人権保育研究協議会が行う研修事業等に助成し、保育内容の充実お
よび入所児童の福祉の増進を図った。
　研究集会(11/13)　参加者 280人

「子育て支援パスポート事業」の全国展開化に伴い、淡海子育て応援団事
業の広報・啓発活動としてチラシ、パンフレット、卓上のぼりを作成し、
情報提供と利用促進を図った。
　子育て応援団登録店舗　1,549店舗
　利用会員数　28,995人



事業名 今後の課題 担当部局

企業内家庭教育促進事業
家庭教育協力企業協定推進
事業

・年度末に、協定締結企業・事業所における「特色ある取
組」を県生涯学習課HP「におねっと」で紹介している。企
業・事業所の参考になる取組を今年度も発信し、家庭の教
育力の向上を図る。
・企業・事業所に働きかけ、企業・事業所の新規加入を図
る。

生涯学習課

家庭教育活性化推進事業
（PTA子育て学習講習会）

・参加者の評価は高い。本講習会の内容がどれだけ生かさ
れているのか取組の現状を把握した上で今後も「語り合い
を通した親育ち」活動の推進を図っていく。

生涯学習課・「家庭教育学習資料」を活用したＰＴＡ子育て学習講座を開催し、各Ｐ
ＴＡにおける親同士の「語り合いを通した親育ち」活動を推進した。
・平成28年度は、県内５会場で開催し、合計298名の参加があった。

・滋賀県家庭教育協力企業協定制度に基づき、企業・事業所と協定を締結
し、企業・事業所内における家庭の教育力の向上を図る取組や、子どもの
体験活動の受け入れや出前授業等の学校支援の取組を推進した。
・平成28年度末時点で1,424事業所協定を締結した。

取組状況



２　子どもを安全・安心に生み育て、子どもの育ちを支えることができる社会環境づくり

（１）子育てを切れ目なく支える

基本目標

②子どもの育ちを支える就学前の教育・保育の充実

基本目標

基本目標

基本目標

基本目標

事業名 今後の課題 担当部局

子育て三方よしコミュニティ
推進事業

「こども未来基金」を通じて地域の子育て活動を支援する
ことにより、地域の活動が広がってきたが、基金残高が減
少しており、事業のあり方等を検討していく必要がある。

子ども・青
少年局

取組状況

施策の方向性

就学前の乳幼児期は、子どもの人格が形成される重要な時期であ
り、適切な教育・保育が提供され、子どもの健全な成長が促され
るよう就学前教育・保育の充実を図ります。

潜在的ニーズも含め早期に待機児童の解消を図り、教育・保育を必要とする子どもが確実にこれらのサービスの
提供を受けられるよう、認定こども園、保育所および幼稚園の計画的な整備や家庭的保育等（家庭的保育、小規
模保育、居宅訪問型保育および事業所内保育）の設置を促進します。また、認定こども園、保育所および幼稚園
における教育・保育の充実を図るため、また、障害のある子どもへのきめ細かな保育の実施が図られるよう、そ
れらを担う人材の確保や資質の向上を図ります。

③すべての子育て家庭の多様なニーズに対する支援の充実

施策の方向性
すべての子育て家庭の多様なニーズに対応し、子育ての不安や負
担感の解消を図るなど、地域における子育て支援の充実を図りま
す。

子育ての不安や負担感の解消を図るため、子育てに関する相談機能の充実や、在宅で子どもを保育する家庭の
ニーズに対する一時預かり、就労しながら子育てをする家庭のニーズに対する放課後児童クラブやファミリー・
サポート・センターによる支援、障害のある子どもへの支援など、多様かつ、個々のニーズに応じた子育て支援
の充実を図ります。

○主要事業の取組状況と今後の課題

①安全・安心に子どもを生み育てることができる環境づくり

施策の方向性
出産や子育てに対する自信や安心感を持ち、子どもが安全・安心
な環境で生まれ育っていけるよう、結婚から妊娠、出産、子育て
へと切れ目ない子育て支援に取り組みます。

出産や子育てに対する不安を解消するとともに、子どもが安全・安心に成長することができるよう、周産期医療
体制の充実や、子どもの健康の確保のための取組を推進します。

施策の方向性

④仕事と家庭の両立支援

施策の方向性
男女が共に子育てに関わり、子育ての喜びや悩み、責任を分かち
合っていけるよう、仕事と家庭の両立に向けた支援をします。

長時間労働の抑制や育児休業の取得など個人の状況に応じて多様で柔軟な働き方が選択できる社会環境づくりを
進めるため、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の取組を促進します。
また、仕事と家庭の両立を支援する環境づくりを進め、子育て期の女性の就労継続や再就職を支援します。

⑤子どもの安全確保や子育てにやさしいまちづくり

子どもが事件や事故の被害にあわないよう、安全確保に努めると
ともに、子どもたちが自らの身を守る力を育てます。
また、子どもや子育て家庭が安心して暮らせる環境づくりに取り
組みます。

子どもや子育て家庭がゆとりと安心感を持って毎日の生活が送れるよう、住宅、道路、公共施設などの生活環境
全般にわたって、子育てにやさしい環境を整備するとともに、子どもを事故や災害から守るための取組を推進し
ます。

こども未来基金による活動を助成するなど、地域における子育て支援の推
進に資することができた。



事業名 今後の課題 担当部局取組状況

子育て・女性健康支援セン
ター事業

電話相談の件数は多いが、来所相談の件数が少ない。県民
に対して、子育て・女性健康支援センターのPRを行ってい
く必要がある。

健康寿命推
進課

・滋賀県周産期医療協議会
・総合周産期母子医療センター
の運営
・緊急搬送コーディネーター事
業
・地域周産期母子医療センター
の運営
・周産期医療体制整備事業

総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療セン
ターだけでなく、協力病院との連携を強化してく必要があ
る。

健康寿命推
進課

小児救急電話相談事業 受診患者の大半が軽症であり、診療時間外に受診されるた
め、病院勤務の小児科医に過重な負担が生じている。年間
２万件近い相談があり、子育て中の親の不安の解消や小児
科医の負担軽減に寄与したと考えるが、啓発資材の配布等
により、小児救急電話相談事業について、さらなる周知を
図る必要がある。

医療政策課

児童思春期・精神保健医療体
制整備事業

発達障害や児童思春期の精神疾患など子どものこころの医
療や支援体制について、人材育成を含め全県的な強化を進
める必要がある。

障害福祉課

子育て支援環境緊急整備事業 保育ニーズが年々高まる中、保育所等の施設整備等により
その受皿を確保しているところであるが、ここ3年は待機
児童数が350人前後を推移していることから、施設整備を
推進することにより待機児童の解消と環境改善を図る。

子ども・青
少年局

保育士・保育所支援センター
運営事業

保育士・保育所支援センター運営事業を滋賀県保育協議会
に委託し、潜在保育士の再就職支援や人材バンク機能等の
活用により、保育士の専門性の向上と質の高い人材確保に
努める。

子ども・青
少年局

保育士修学資金貸付事業 潜在保育士の再就職準備金の増額するとともに、保育補助
者雇上支援および保育士の子どもの預かり支援を創設し、
保育人材の確保に努める。

子ども・青
少年局

家庭教育活性化推進事業（再
掲）

・参加者の評価は高い。本講習会の内容がどれだけ生かさ
れているのか取組の現状を把握した上で今後も「語り合い
を通した親育ち」活動の推進を図っていく。

生涯学習課

学校・家庭・地域連携協力推
進事業
（企業内家庭教育学習講座）

・講座開催を希望する企業・事業所が少ないのが課題。４
月当初より、複数回にわたり企業・事業所に講座開催を周
知し、計画的に講座が開催されるようにする。

生涯学習課

・周産期医療検討部会等を開催し、周産期医療体制について検討を行って
いる。
・総合周産期母子医療センターおよび地域周産期母子医療センターは、周
産期医療体制の中核となる医療機関であり、質の高い周産期医療の提供を
行っていくため、運営費の補助を行っている。
・周産期における緊急搬送先の確保を図るため、緊急搬送コーディネー
ター事業を委託により行っている。

妊娠、出産期を含めた早期からの相談支援体制を整備することが必要と
なってきている。滋賀県助産師会へ委託し、思春期の子ども達や子育て期
の保護者に対して、健康教育、健康相談を実施する。

小児の夜間、休日における急変時の保護者の不安を解消するとともに、適
切な受診を促すことで、重症化を防ぎ医療機関の負担を軽減するため、電
話でアドバイスを受けられる小児救急電話相談事業を実施した。
【相談件数】
（平成28年度 19,288件）

・「家庭教育学習資料」を活用したＰＴＡ子育て学習講座を開催し、各Ｐ
ＴＡにおける親同士の「語り合いを通した親育ち」活動を推進した。
・平成28年度は、県内５会場で開催し、合計298名の参加があった。

・企業・事業所において、子育てや家庭の教育について学ぶ機会を提供す
る取組を推進した。県内１企業で開催し、27名の参加があった。企業の希
望に沿った講師を派遣した。

発達障害や児童思春期の精神疾患など子どものこころの医療や支援体制の
構築のための調査や研修等を行った。

市町が行う、保育所等の施設整備を支援し、待機児童の解消や保育環境改
善を図った。
　5市7施設

保育士・保育所支援センターを運営し、潜在保育士や養成校卒業者の県内
保育所への就職促進、現任保育士の就労継続のサポート等により、保育士
の確保を図った。
　保育人材バンクによるあっ旋就職者数　81人

保育士資格取得に必要な修学資金の貸付や、潜在保育士の再就職支援にか
かる貸付を行い、保育士の確保を図った。
 貸付者数　171人



事業名 今後の課題 担当部局取組状況

放課後児童クラブ施設整備費
補助

保護者の子育てと仕事の両立を支援し、子どもが保育所等
から小学校に就学するにあたり適切な環境を整えるため、
放課後児童クラブの設置およびこれに必要な整備を支援す
る。

子ども・青
少年局

子育て支援員養成研修 子ども・子育て支援新制度における多様な保育サービスを
担う人材を確保し、資質の向上を図るため、引き続き子育
て支援員の養成研修を行う。

子ども・青
少年局

小児在宅療育支援事業 小児在宅医療の体制について、実際に運営していけるよう
更なる検討が必要であり、関係機関等と調整を進めていく
必要がある。

健康寿命推
進課

障害児（者）地域生活支援事
業費（障害者自立支援協議会
事業委託料）

各種研修を実施するに当たり、講師の確保、講師の質の向
上を図る必要がある。

障害福祉課

滋賀のパパママパートナー
シップ応援プロジェクト

仕事と生活の両立を推進していくためには、家庭生活にお
ける家事・育児等での夫婦の協力が重要であることから、
引き続き、夫婦が共に育児・家事に参画し、仕事と家庭の
両立ができるよう支援していく必要がある。
また、長時間労働の抑制や育児休業の取得など個人の状況
に応じて多様で柔軟な働き方が選択できる社会環境づくり
を進めるため、企業において、育児休業が取得できる風土
や職場環境づくり、イクボスを増やすための普及・啓発に
努めていく必要がある。

女性活躍推
進課

女性の多様な生き方普及事業 就労を希望するものの、育児や介護、地理的条件などの理
由により、外で働くことが困難である女性が多いことか
ら、引き続き柔軟な働き方である「在宅ワーク」を普及し
再就労支援をしていく必要がある。

女性活躍推
進課

滋賀マザーズジョブステー
ション事業

県内２箇所のマザーズジョブステーション所在地から離れ
た地域からの利用者が少ないことから、より多くの方に利
用いただけるよう、県下各地域への周知を図る必要があ
る。

女性活躍推
進課

ワーク・ライフ・バランス企
業応援事業

平成２９年度は「中小企業働き方改革推進事業」に統合し
取組を行う。
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の
策定が努力義務となっている従業員100人以下の企業など
に対し、登録の拡大に向けて啓発等において工夫を図る必
要がある。

労働雇用政
策課

在宅での新しい働き方を学ぶセミナーおよび在宅勤務・在宅ワーカー活用
のためのセミナーを開催した。

県立男女共同参画センター内に設置した「滋賀マザーズジョブステーショ
ン（近江八幡）」および、草津市に設置した「滋賀マザーズジョブステー
ション・草津駅前」において、出産や子育てによる離職後の再就職を希望
する女性等に対し、就労支援を行った。

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出企業
を県に登録してホームページ上で広報することにより、一層の気運の醸成
を図った。平成28年度末登録企業数(累計)は835社となり、Ｈ27年度末の
763社から72社増加した。

障害者総合支援法に規定された専門的相談支援事業を円滑に実施するた
め、福祉圏域への専門相談支援、人材育成、研究事業を委託にて実施し
た。

○「しがパパママスクール」の実施
子育て期の夫婦等を対象にパートナーシップ醸成、家事・育児スキル向上
のための連続講座を開催した。
○「イクボスセミナー」の開催
「イクボス」養成のためのセミナーおよび企業におけるイクボスの取組を
促進するための研究会を開催した。
○「Men’s CARAT Shiga」の発行
男性の育児参画啓発冊子「Men’s CARAT Shiga」を作成し、男性の育児休
業取得や育児参画を促進した。

市町が行う、放課後児童クラブの施設整備を支援し、放課後における児童
の遊びや生活の場づくりを図った。
　7市町　13か所

子育て支援員養成研修を実施し、地域における多様な保育サービスを担う
人材の養成を図った。
　研修修了者数　190人

小児在宅医療システム事業、小児在宅医療人材強化事業をびわこ学園に委
託し実施している。
かかりつけ医、二次医療機関、専門病院との病診システム等の小児在宅医
療体制の検討を行い、体制整備を図っている。
また、実際に在宅医療の担い手となる多職種との医療・福祉・教育者向け
に研修を行い、人材強化を図っている。



事業名 今後の課題 担当部局取組状況

ワーク・ライフ・バランス推
進事業

平成２９年度は「中小企業働き方改革推進事業」に統合し
取組を行う。
引き続き中小企業団体と協働するなど、ワーク・ライフ・
バランスへの取組が進んでいない中小企業等に対し、働き
かけていく必要がある。

労働雇用政
策課

学校安全体制整備推進事業 スクールガード登録人数の確保が課題である。退任される
方からスクールガードの候補者を推薦いただくだけでな
く、日頃から地域と連携した学校づくりに取り組む中で、
子どもの安全確保への地域の方の関心を高めていく必要が
ある。

保健体育課

犯罪の起きにくい社会づくり
推進事業

　今後も、子ども安全リーダーや自主防犯活動団体等と連
携を図るとともに、各防犯ボランティアの活動の活性化、
さらには、防犯ボランティアの拡充を促す必要がある。
　上記に加え、各地域における防犯カメラの設置促進など
のハード整備により、地域住民の自主防犯意識を高揚し、
見守り活動や防犯パトロールが活発化させ、より一層、地
域全体で子どもの安全を守る体制づくりの強化を図る必要
がある。

警察本部生
活安全企画
課

「なくそう犯罪」滋賀安全な
まちづくり協賛事業所の登録

　平成２８年は、刑法犯認知件数が前年から大きく減少
し、犯罪率についても基本構想の目標でもある全国平均以
下であったが、さらなる減少を目指すため、今後もより一
層協賛事業所と連携した防犯活動を図るとともに、協賛事
業所の拡充を図る必要がある。

県民活動生
活課

 「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり協賛事業所（１５事業所）に対し
て犯罪情報等を提供することで、その情報等を活用した犯罪抑止啓発を
行っていただき、県民に対する注意喚起が図れた。さらに、行政、警察や
関係機関だけではなく、協賛事業所の「子ども１１０番のお店、車」の取
組により、地域における子ども安全確保の取組も向上した。(尚、平成２８
年度、新規登録は１件）

中小企業ワーク・ライフ・バランス対応経営推進員1名を配置し
県内中小企業団体と協働し、セミナー開催（1回）、企業訪問（23社）等を
実施した。

市町が実施するスクールガード養成研修やスクールガード・リーダーによ
る巡回指導への補助など、16市町への補助を行った。通学路の見守り等、
地域ぐるみで子どもの安全確保のための体制整備を進めることができた。

・県内警察署長が委嘱した管轄内各小学校区の子ども安全リーダー等と連
携を図り、通学路や公園等における子ども見守り活動や、誘拐防止のため
の防犯教室を開催するなど犯罪未然防止活動を推進した。
・ヤングボランティアや各地域の自主防犯活動団体が参加の「滋賀県防犯
ボランティアサミット」を開催し、世代を超えた交流の中で、子どもを事
件事故から守るための連携強化を図った。
・県警ホームページ上の犯罪発生マップに、子どもに対する声かけやつき
まとい等の不審者情報を掲載し、県民に対して広く防犯情報を発信し、注
意喚起を図った。
・県内の小学生が作成した地域安全マップのコンクールを開催。表彰制度
を用いることで、児童に対する防犯に対する意識のより一層の高揚を図っ
た。
・子ども見守りカメラの継続的設置、本県予算や県内企業から寄贈された
防犯カメラの自治会等に対する無償貸付、設置支援を行い、犯罪抑止と防
犯活動の活性化を図った。
・子ども等に対する声かけやつきまとい等に対しても、行為者に対して先
制的な指導警告を実施し、更なる発生による被害の未然防止を図った。
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（２）子ども・若者の健やかな育ちを支える

基本目標

基本目標

基本目標

事業名 今後の課題 担当部局

自尊感情・学びの礎育成プロ
ジェクト事業（再掲）

  30推進学区において、学びの礎となる「自尊感情の育
成」をテーマに地域の実態に合わせた取組を推進すること
ができた。また、その成果を全体交流研究会を通じて県内
全体に広げることもできた。参加者の約95％から「参考に
なった」との評価を得た。
  学校園・所・関係機関においては、自尊感情の概念とそ
の育成をめざした取組は定着している。
  今後、困難な状況にある子どもへの継続した支援とその
仕組みを整えていくこと、地域・家庭へも取組を広げてい
くことが重要であると考えている。

人権教育課

子育て三方よしコミュニティ
推進事業(再掲）

「こども未来基金」を通じて地域の子育て活動を支援する
ことにより、地域の活動が広がってきたが、基金残高が減
少しており、事業のあり方等を検討していく必要がある。

子ども・青
少年局

取組状況

子ども・若者が、次代の社会の担い手として、他者や地域社会と
の関わりを自覚しつつ、自立した個人として、自信と誇りを持っ
て、社会の中で自らの持つ力を発揮していけるよう支援します。

社会の一員としての意識を育み、社会の中で自らの持つ力を発揮していけるよう、地域活動や社会貢献活動など
への主体的な社会参画を促すとともに、若者が能力と適性に合った職業を選択し、職業人として自立していける
よう支援します。

①子どもとともに育つ地域づくり

施策の方向性
社会全体で子ども・若者の育成支援に取り組む意義や子ども・若
者の育ちや自立を支える地域づくりの重要性について、県民の理
解を深める取組を進めるとともに、安全で安心な活動拠点（居場
所）を確保し、地域全体で子どもを育てる環境づくりを推進しま
す。

子育ては社会的に意義のある重要な営みであることや、子ども・若者の育成にともに関わり、支える地域づくり
が大切であるという意識を育むとともに、地域のなかで子どもたちが集団で遊ぶ機会や場の確保に取り組みま
す。

②「生きる力」を育む教育・学習の充実

施策の方向性
子どもの自ら育つ力を損なうことなく、確かな学力、豊かな人間
性や社会性を備え、個性的で創造性に富み、互いの人権を尊重
し、公の心を持って社会に貢献し、自ら未来を切り拓いていくこ
とのできるたくましさを身に付けることができるよう取り組みま
す。

社会の一員として個性を伸ばしながら成長し、自立していくための基礎を身につけられるよう「確かな学力」
「豊かな心」「健やかな体」「滋賀の自然や地域と共生する力」を育むため、学びや体験の機会を確保します。

③若者の社会的自立・職業的自立の促進

施策の方向性

○主要事業の取組状況と今後の課題

  指定した30推進学区において、自尊感情を高める取組を進めている。
  県域では、３回の推進交流会を開催し、アドバイザーからの助言を受け
ながら取組の交流、改善を行った。また、30学区の推進訪問を実施し、進
捗状況の確認及び指導助言を行った。
  ８月上旬には全県を５ブロックにわけて、推進学区の取組を発信し、実
践を交流する研究会を開催した。参加者は、約580名。

こども未来基金による活動を助成するなど、地域における子育て支援の推
進に資することができた。



事業名 今後の課題 担当部局取組状況

森林環境学習「やまのこ」事
業

森林に関する学びや体験の中に、児童の自立・自活につな
がる取り組みを加えていくなど、森林環境学習内容の充実
を図っていく必要がある。

森林政策課

たんぼのこ体験事業 「たんぼのこ体験事業」は、高い実施率で定着してきてい
ることから、その継続・充実を図るとともに、未実施校に
おいても、市町やＪＡ等と連携することにより体験機会が
確保、継続されるよう働きかける必要がある。

食のブラン
ド推進課

しがこども体験学校推進事業 ○ＰＤＦデータのホームページ掲載となったことから、各
掲載団体からは、冊子配布を行い募集した平成２７年度ま
でと比較すると応募者数が減った団体があった。このこと
から、ホームページの周知とホームページへのアクセス方
法の改善など、子どもや保護者への十分な周知が課題と
なっている。
○登録団体をさらに増やし、子どもや保護者に対して数多
くのプログラムを提供できるようにしていく。

子ども・青
少年局

中学生チャレンジウィーク ・各校３年間の教育課程に職場体験をしっかりと位置付
け、事前・事後の取組を充実し、系統的なキャリア教育を
推進するように指導する。
・幼稚園、小・中・高等学校、特別支援学校と地域、家
庭、企業が連携・協力して取り組むキャリア教育を推進す
ることを目的とした推進会議を設置する。
・県庁内の他課や関係機関と連携を深め、受入れ事業所の
開拓の支援を進める。
・職場体験の実施にともなう安全指導をさらに充実させ、
今後も継続して取り組んでいく。
・キャリアノート「夢の手帖」を活用し、小中高一貫した
キャリア教育に取り組み、より中学生チャレンジウィーク
が意義深いものになるように位置づける。

学校教育課

おうみ若者未来サポートセン
ター事業

労働雇用政
策課

若年者総合就業支援事業 労働雇用政
策課

雇用情勢の改善によりセンターの利用者数が減少傾向にあ
るなかで、就職まで長期間にわたって利用する人が一定の
割合でいるため、利用者に応じたきめ細かな支援を図る必
要がある。

森林への理解と関心を深めるとともに、人と豊かにかかわる力をはぐくむ
ことを目的に、森林環境学習施設およびその周辺の森林で体験型の学習を
実施。県内の小学4年生を対象に事業を行い、平成28年度は235校、13,964
人の児童が参加。

たんぼのこ体験事業を実施した県内小学校数：２０３校（対象校２２５
校）

人・自然・文化等に直接触れる「しがこども体験学校」のプログラム情報
を県ホームページにＰＤＦデータとして掲載するとともに、広報チラシを
すべての小学生に配布することより、多様な地域主体による様々な体験の
機会や場づくりの充実を図った。
　チラシ発行部数 　90,000枚
　事業実施団体　　 91団体
　掲載事業数　　   243プログラム
　研修会の実施（２回）　参加者数　131名

・中学生が、働く大人の生きざまに触れることにより、将来の自分の生き
方について考え、進路選択できる力や将来、社会人として自立していける
力をつけることをねらいとして、県内すべての公立中学校99校の中学２年
生を対象に連続５日間以上、学校を離れ、地域の事業所で職場体験を実施
した。
・本事業の意義と必要性を、教育委員会ＨＰや教育しがにて情報発信する
ことにより学校、地域、事業所、教育委員会、行政等に広く周知できた。
・県中学生チャレンジウィーク事業連絡協議会の開催
・リーフレットの作成、配付
【事後アンケートの結果】
　中学生「不得意なことや苦手なことでも最後までやり通している」
80.2％
　事業所「今後も職場体験として中学生を受け入れる機会があれば協力し
たい」　96.2％
　保護者「職場体験等地域社会で子どもを育てることに賛同する」　96.3%
　若者の就労を支援するため、おうみ若者未来サポートセンターにおい
て、就職相談・職業紹介、求人情報の提供、就職に関する講習会や就職説
明会の開催などをワンストップで実施。
（ヤングジョブセンター滋賀の実績）
・新規登録者数　　　　　2,083人
・センター利用者総数　　18,818人
・就職者数　　　　　　　1,253人



事業名 今後の課題 担当部局取組状況

地域若者サポートステーショ
ン支援事業

　就職まで長期間にわたって利用する人が増加傾向にある
ため、求職者の能力に応じたサービスの提供など、きめ細
かな支援を行う必要がある。

労働雇用政
策課

青少年国際交流事業 子ども・若者が国際的な視野で自らの役割を考え、行動す
る契機となるよう、引き続き、国際理解や多文化共生につ
いて学ぶ機会を提供していく。

子ども・青
少年局

　就職が困難な若者の職業的自立を支援するため、滋賀県地域若者サポー
トステーションにおいて、カウンセリングや就労体験、交流サロン等を実
施した。
・臨床心理相談件数　　　　　163件
・職場体験参加者数　　　延べ 79人
・交流サロン参加者数　　延べ329人

日本と世界各国の青年の交流を通して、国際化の進む社会の各分野で活躍
できる青年の育成と各国との相互理解と友好の促進を図った。
　内閣府青年国際交流事業　韓国青年の受入30名
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（３）共生社会に向けた子ども・若者の多様なニーズを支える

基本目標

事業名 今後の課題 担当部局

発達障害者支援センター運営
事業

・市町や圏域での一次支援、二次支援へのバックアップ機
関としての機能強化を図る。
・本人、家族への相談支援では、重度化・複雑化した事例
が多く、市町、福祉圏域との一層の連携が必要である。
・身近な地域での支援者・理解者を育成することや、発達
障害児者への対応が可能な人材の育成が今後も必要であ
る。

障害福祉課

高等学校巡回チーム派遣事業 　派遣校の実態や課題に応じ、高等学校巡回チームから
スーパーバイザーを選定・派遣し、スーパーバイザーの専
門的な知見を活かし学校の改善課題にあわせた巡回指導を
行った。今後、個別の教育支援計画の作成率の向上と活用
の促進を図るため、より具体的な指導助言を派遣校に対し
継続的に行う必要がある。

特別支援教
育課

高等学校特別支援教育推進事
業

　障害者差別解消法において、一人一人の障害の状態や教
育的ニーズ等に応じた合理的配慮の提供が義務付けられて
おり、今後も継続した支援員の配置が必要であると考え
る。希望しても配置のない学校が複数あり、特別な教育的
支援を必要とする生徒が、安心・安全を確保して学校生活
が送れるよう、支援員の拡充方法を検討・工夫したい。

特別支援教
育課

教員の加配・非常勤講師の派
遣

日本語指導が必要な外国人児童生徒は、ここ数年1000人近
い数で推移している。対象児童生徒の状況を把握し、課題
に応じた必要な支援ができる体制を継続していく必要があ
る。

教職員課

取組状況

発達障害のある方および家族、関係機関に対する相談支援、発達支援、就
労支援を行う発達障害者支援センターの運営を行う。
発達障害者支援センターの設置により、本人や家族への相談支援や就労支
援、関係機関へのコンサルテーションなどの実施により自立に向けた支援
を行った。

○発達障害者支援センター　県内2カ所
○相談件数　5,338件
○就労支援　1,918件
○コンサル　  366件

　高等学校において発達障害等により特別な教育的支援を必要とする生徒
への指導力向上や、個別の教育支援計画および個別の指導計画の作成や活
用促進を図るため、学識経験者や心理職関係者等のスーパーバイザーと、
県教育委員会事務局員で構成する「高等学校巡回チーム」を組織した。平
成26～28年の3年間で全ての県立学校に、各校の課題に応じたスーパーバイ
ザーを派遣した。平成28年度は派遣の継続を希望する9校にスーパーバイ
ザーを派遣した。

外国人児童生徒が在籍する公立小中学校に対し、日本語指導に対応するた
め、必要に応じて教員を加配措置するとともに、外国人児童生徒が２人以
上の学校には、在籍児童生徒数に応じて非常勤講師を派遣した。

①共生社会に向けた多様なニーズへの支援

施策の方向性
障害の有無や国籍等に関係なく、すべての子ども・若者が、人権
を尊重され、安心して安全に、健やかに成長していける共生社会
を目指します。

共生社会の実現に向け、障害のある青少年や外国人青少年とその家族に対して、関係機関等と連携し、きめ細か
な支援を行います。

　肢体不自由や発達障害等により、特別な教育的支援を必要とする生徒に
対して、その障害特性に応じた学習支援ならびに生活支援を行う「特別支
援教育支援員」を配置している。障害のある生徒と障害のない生徒が共
に、安心・安全を確保しつつ、充実した学校生活が送ることができるよう
に、平成28年度は県立高等学校7校に7名配置している。

○主要事業の取組状況と今後の課題



２　子どもを安全・安心に生み育て、子どもの育ちを支えることができる社会環境づくり

（４）ひとり親家庭を支える

事業名 今後の課題 担当部局

母子家庭等就業・自立支援セ
ンター事業

引き続き母子家庭等就業・自立支援センター事業のＰＲ等
に努め、ひとり親家庭の就業による自立支援を進めていく
必要がある。

子ども・青
少年局

母子家庭等日常生活支援事業 ひとり親家庭の仕事と子育ての両立等を支援するため、引
き続き生活援助や保育サービス等を利用しやすい形で実施
していく必要がある。

子ども・青
少年局

母子父子寡婦福祉資金貸付 貸付金のうち約９割は、児童の修学に伴う資金であり、当
資金が有効に活用されるよう、引き続き、貸付審査・償還
指導を適正に実施していく必要がある。

子ども・青
少年局

③きめ細かな相談体制・情報提供および広報啓発

①真の自立のための就業支援・生活支援

基本目標 施策の方向性
ひとり親家庭の自立や生活の安定、向上に向け、その就業を支援
し、就業により十分な収入を安定的に確保するとともに、ひとり
親が安心して仕事と家庭を両立できるよう多様な保育サービスや
日常生活面の支援の充実に取り組みます。
また、子どもの健やかな育ちを支えるため、教育環境の充実を図
ります。

ひとり親が自分らしいと思える生活の実現をめざして、経済的に自立した生活ができるよう、就職やキャリア
アップにつながる資格の習得、個々の状況に応じた自立支援計画の策定などの就労支援を進めます。また、子ど
もの成長に伴い変化する働き方に対する希望にも柔軟に対応できるよう企業に対するひとり親の理解促進を図り
ます。
また、ひとり親家庭の子どもの学習の場の充実など、学びを支える取組を進めます。

②生活の安定と自立のための経済的支援

基本目標 施策の方向性
ひとり親家庭が安心して生活できるよう、経済的支援によりひと
り親の生活の安定を図ります。

ひとり親家庭となり不安を抱える中、公営住宅の入居など生活基盤確保の支援や各種手当などの経済的支援を行
い、生活の安定を図ります。
また、離婚にあたって、養育費負担の取決めを行うことなどについて、広報・啓発活動を行っていきます。

取組状況

ひとり親家庭等に対して、修学資金等の貸付を実施。
貸付件数　266件

基本目標 施策の方向性
ひとり親家庭が抱える生活、就業等に関する様々な悩みについ
て、ニーズに合った支援がきめ細やかに提供できるよう、相談体
制や情報提供の充実を図り、ひとり親家庭への理解を促進するた
めの広報・啓発に取り組みます。

ひとり親家庭の子育てをはじめとした様々な悩みに対し、特に支援を必要としているひとり親家庭に情報や支援
が行き届くよう、広報誌やホームページを活用した情報提供や相談窓口の周知を図り、母子・父子自立支援員や
就業支援員などによる情報提供や相談体制を充実します。

母子家庭等の就業を支援するため、就業相談、個別就労プログラム策定、
就業情報等の支援サービス実施。
就業者　166人

ひとり親家庭が一時的に生活援助や保育サービス等が必要になった場合、
家庭生活支援員を派遣するなど生活支援や子育て支援を実施。
 父子家庭　　派遣実績：22件　97日
 母子家庭　　派遣実績：51件　224日

○主要事業の取組状況と今後の課題



事業名 今後の課題 担当部局取組状況

ひとり親家庭福祉対策事業 今後も引き続き、支援を必要としているひとり親家庭に情
報や支援が行き届くよう、広報誌やホームページを活用し
た情報提供や相談窓口の周知等を実施する必要がある。

子ども・青
少年局

支援を必要としているひとり親家庭に情報や支援が行き届くよう、広報誌
やホームページを活用した情報提供や相談窓口の周知を行った。具体的に
は、支援制度をまとめた「ひとり親家庭のしおり」を18,000部作成して市
町等に配布することや、親子向けの情報を掲載した「ひとり親家庭サポー
ト定期便」を約2,500世帯に配布するとともに、県のホームページで支援制
度の周知等を行った。



３　社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・若者を支える施策の推進

（１）社会的養護の推進

基本目標

基本目標

基本目標

基本目標

②児童虐待の早期発見・早期対応

①児童虐待の未然防止

基本目標 施策の方向性
児童虐待によって子どもが傷つくことがないよう、児童虐待を起
こさない地域づくりを進めるとともに、子どもや保護者が必要な
子育て支援につながる取組を進めます。

児童虐待が子どもに及ぼす影響や、社会全体で地域の子どもを見守り、育てていくことの重要性等について県民
の理解を促し、社会全体で児童虐待防止に取り組む意識の醸成を進めます。
また、子育ての負担感、不安感を少なくするため、多様なニーズに応え、きめ細かな子育て支援の推進を図り、
子育てを地域の様々な関わりの中で支えていきます。

施策の方向性
児童虐待の重篤化を防ぐために、関係機関と連携し、早期発見と
早期対応に取り組みます。

保健・医療・福祉等の子どもに関わる機関は、養育環境に何らかの問題を抱え、養育が困難な状況に陥る家庭を
早期に把握していきます。
そのため市町とも情報を共有しながら、このような状況にある家庭の養育に関し、助言・指導等を行うことによ
り適切な養育の確保を図ります。

③子どもの保護・ケア

基本目標 施策の方向性

施策の方向性

社会的養護を必要とする子どもに、安全・安心で人権の尊重され
た生活の場を提供します。

社会的養護を必要とする子どもを迅速に保護できるように、社会資源の充実を図ります。
また、社会的養護のもとにある子どもが、家庭的な環境で安心して安全な生活ができるような生活環境を整備し
ます。

④親子関係の修復・家庭復帰、子どもの自立支援

施策の方向性
社会的養護のもとにある子どもとその保護者の絆の再構築に取り
組むとともに、将来にわたって自立した社会生活を送れるよう
に、子どもの支援に取り組みます。

施設への入所や里親委託は、子どもへの支援の最終目標ではなく、子どもの将来を見据えて、子どもと保護者と
の関係の修復に取り組んでいきます。
また、18歳を迎え、措置を解除となった子どもが、安定した社会生活を送ることができるように、関係機関が連
携・協力して子どもの自立を支援していきます。

⑤子ども家庭相談センターの機能強化と市町・関係機関との連携の強化

施策の方向性
児童虐待への対応を強化するために、子ども家庭相談センターの
組織としての対応力を強化するとともに、市町や関係機関との積
極的な連携を図ります。

児童虐待相談が増加を続けていること、また、その背景として、経済的な問題や社会的孤立の問題などの複数の
要因が複雑に絡まっている状況があり、児童虐待の問題は、容易に解決できるものではなくなっています。この
ため子ども家庭相談センターには組織としての高い専門性を発揮して他機関と効果的な連携を行う等機能強化に
取り組みます。
また、市町や関係機関との積極的な連携を図り、県全体の子ども家庭相談体制の強化を図っていきます。

⑥子どもへの心理的虐待の予防（ＤＶ防止）

子どもへの心理的虐待となり、身体的虐待やネグレクトにもつな
がる恐れのある、配偶者からの暴力（ＤＶ）の防止を図ります。

配偶者からの暴力（ＤＶ）は、同居する子どもへの心理的虐待となるだけでなく、加害者の暴力が子どもへも向
き身体的虐待となったり、心身の傷ついた被害者による子どもの養育がネグレクトとなるなど、虐待の拡大にも
つながります。
児童虐待対応を意識したＤＶ対応に取り組みます。



基本目標

事業名 今後の課題 担当部局

地域企業参画型「オレンジリ
ボンをあなたの胸に」事業

今後とも、県、市町、関係機関および県民がさらに連携
し、児童虐待の未然防止等に関する事業を展開していく必
要がある。

子ども・青
少年局

滋賀県要保護児童対策連絡協
議会運営事業

今後とも、児童虐待の未然防止から親子関係の修復・家庭
復帰、子どもの自立までの切れ目のない総合的な支援に関
する検討が必要である。

子ども・青
少年局

子ども・子育て応援センター
の運営

相談件数が増加傾向にあり、相談支援充実のため電話相談
員の更なる技術向上を図る必要がある。

子ども・青
少年局

児童養護施設等の子どもの権
利擁護事業

子どもの権利擁護の視点に立って、児童虐待の未然防止か
ら親子関係の修復・家庭復帰、子どもの自立までの切れ目
のない総合的な支援を行う必要がある。

子ども・青
少年局

児童虐待相談等関係職員研修
の実施

児童虐待相談対応件数が年々増加しており、市町等におけ
る相談機能をさらに向上させる必要がある。

子ども・青
少年局

里親養護促進事業 里親の養育の質的向上および里親制度の推進を図るため、
里親支援事業等の一層の充実が必要である。

子ども・青
少年局

児童虐待防止活動費 子ども家庭相談センターの専門機能の向上のため、引き続
き研修会における技能の習得等が必要である。

子ども・青
少年局

児童自立生活援助事業 自立支援ホームにおいて就業支援、生活指導、相談などを
実施することにより、児童の社会的自立を促進する必要が
ある。

子ども・青
少年局

市町支援強化事業 児童虐待相談対応件数が年々増加し、市町における相談機
能の向上が求められていることから、引き続き事業を実施
する必要がある。

子ども・青
少年局

児童養護施設等で暮らす子ど
もたちの社会への架け橋づく
り事業　【追加】

現在、参加している児童は、児童養護施設等が中心となる
ため、今後は、里親宅で生活する児童への参加を促してい
る必要がある。

子ども・青
少年局

新たな協力企業・事業所の開拓を行い、平成29年3月末で96社となった。ま
た、協力企業・事業所と施設職員、関係者等との懇談会を初めて開催し、
子どもの受け入れ態勢の強化を図った。

児童養護施設等を退所した児童のうち、諸事情により自立が困難な児童に
ついて、自立支援ホームへ入所させ、社会的自立を推進した。

元児相長、弁護士、臨床心理士などをスーパーバイザー、アドバイザーと
して市町に派遣し、児童虐待対応に関する助言・指導を行った。

○主要事業の取組状況と今後の課題

取組状況

児童虐待の防止に向けて、オレンジリボンキャンペーン等による県民への
啓発事業を実施した。

滋賀県要保護児童対策連絡協議会を開催し、児童虐待の未然防止から自立
までの支援などについて、情報共有および今後の対応を検討した。

県内各「子どもの権利ノート」を作成し、各施設に入所する児童に配布し
た。

子どもや青少年、保護者の抱える様々な問題への相談・支援を実施し、
4,620件（平成28年度）の相談を受けた。

市町等の関係機関の職員を対象とした児童虐待相談研修を実施し、404人が
受講した。

里親制度の広報啓発、未委託里親への研修を実施するとともに、家事支援
の派遣等、里親同士の相互支援を促進した。

子どもの虹情報研修センターで開催される各種専門研修に子ども家庭相談
センターの児童福祉司、児童心理司等を派遣し、資質の向上と技能の習得
に努めた。

⑦いじめの加害者や非行児童への対応

施策の方向性
いじめや非行の加害を行った子どもを、福祉的な支援が必要な要
保護児童と捉えて、関係機関が連携して対応します。

いじめの加害者や非行児童に対しては、その背景にある、子どもや家族の抱える問題を把握するために関係機関
が情報共有したうえで、適切な役割分担を行い、必要な支援に取り組みます。



事業名 今後の課題 担当部局取組状況

児童虐待相談等関係職員研修
の実施（再掲）

児童虐待相談対応件数が年々増加しており、市町等におけ
る相談機能をさらに向上させる必要がある。

子ども・青
少年局

市町等の関係機関の職員を対象とした児童虐待相談研修を実施し、404人が
受講した。



３　社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・若者を支える施策の推進

（２）青少年の健全な成長を支える環境づくりの推進

事業名 今後の課題 担当部局

薬物乱用防止啓発事業 　近年、薬物事犯による検挙者数は横ばいであるものの、
大麻事犯による検挙者人員が増加傾向にあり、20歳未満、
20歳代、30歳代と若年層を中心に検挙者数が増加してい
る。
　引き続き、中学校・高等学校では薬物乱用防止教室を実
施し、違法薬物の恐ろしさについての知識の普及を行うと
ともに、違法薬物を誘われた際の断り方等についても教育
を行っていく必要がある。また、薬物乱用の低年齢化が進
んでいることから、小学校においても知識の普及を行って
いく必要がある。
　また、今後も大学や関係団体と連携して官民一体となっ
た薬物乱用防止キャンペーンを開催し、若年層と共に普及
啓発活動を実施していく必要がある。

薬務感染症
対策課

青少年にふさわしい環境づく
り推進事業

無職少年等非行防止対策事業

非行少年立ち直り支援事業

①青少年の健全育成の推進

今後とも、関係機関連携のもと、青少年の非行防止と立ち
直り支援を進めていく必要がある。

取組状況

・「『ダメ。ゼッタイ。』普及運動６・２６ヤング街頭キャンペーン」や
「危険ドラッグ等薬物乱用防止キャンペーン」を通して薬物乱用防止につ
いての啓発活動を実施した。
・小学校・中学校・高等学校等での薬物乱用防止教室を開催し、薬物乱用
の恐ろしさについて知識の普及を行った。（薬物乱用防止指導員による活
動を含む）

「滋賀県青少年の非行・被害防止滋賀県強調月間」（７月）を中心に、
フィルタリング促進による青少年のインターネット利用環境の整備や万引
き等の初発型非行の抑止を図るための広報啓発により、青少年の非行・被
害防止に努めた。無職少年等の非行防止対策として、延べ７４人を就学・
就労につなげることができた。

基本目標 施策の方向性
青少年を取り巻く環境の整備や青少年の健やかな成長を阻害する
恐れのある行為および環境から青少年を保護するとともに、青少
年が自らのもつ力を発揮しながら、たくましく生きることができ
るよう支援します。

青少年が犯罪や事故などに巻き込まれないよう安全を確保するとともに、健やかに成長するための環境を整備し
ます。
また、非行などの課題がある青少年が、命の大切さを学び、自分自身を見つめ直し、自立に向け健やかに成長し
ていけるよう、関係機関との連携のもと、生活習慣の改善、就学・就労支援、居場所づくりなど、青少年の立ち
直りを支援します。
さらに、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者に対して、多様な機関が連携して、切れ目ない
支援を行います。

○主要事業の取組状況と今後の課題

子ども・青
少年局



３　社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・若者を支える施策の推進

（３）子どもの貧困対策の推進

基本目標

基本目標

基本目標

事業名 今後の課題 担当部局

母子家庭等就業・自立支援セ
ンター事業（再掲）

引き続き母子家庭等就業・自立支援センター事業のＰＲ等
に努め、ひとり親家庭の就業による自立支援を進めていく
必要がある。

子ども・青
少年局

おうみ若者未来サポートセン
ター事業

労働雇用政
策課

若年者総合就業支援事業 労働雇用政
策課

施策の方向性

①一定の収入を得て生活の安定を図るための就労支援

基本目標 施策の方向性
貧困の状況にある世帯が一定の収入を得て、安定した生活ができ
るよう、保護者および子どもに対する就労支援を行い、就労機会
の確保を図り、経済的自立を目指します。

保護者に対して、就職やキャリアアップにつながる資格の習得、個々の状況に応じた自立支援計画の策定や学び
直し、困難を有する子どもについては、学校と就労支援機関との連携により、実情に応じた就職支援を進めま
す。

②貧困の状況にある子どもを社会的孤立に陥らせないための生活支援

母子家庭等の就業を支援するため、就業相談、個別就労プログラム策定、
就業情報等の支援サービス実施。
就業者　166人

貧困の状況にある子どもが社会的孤立に陥ることのないよう、相
談事業等の充実を図ることなどにより、子どもおよびその保護者
の社会参加の機会等にも配慮して対策に取り組みます。また、生
活保護法や生活困窮者自立支援法等における関連制度を一体的に
捉えて施策を推進します。

保護者が仕事と家庭の両立ができるよう、保育サービスの充実や、日常生活や健康面のサポートを行うととも
に、子どもの居場所づくりや進学・就労など、子どもが安心して生活することができるよう、支援の充実を図
り、関係機関の連携や体制整備などを進めます。

③世帯の生活を下支えするための経済的支援

施策の方向性
世帯の生活の基礎を下支えするため、生活保護や各種手当など、
金銭の給付や貸与、現物給付（サービス）等を組み合わせた経済
的支援を進めます。

ひとり親に対する児童扶養手当、福祉医療費助成、母子寡婦福祉資金の貸付や養育費確保支援、生活保護世帯に
対する教育扶助等などの経済的支援を行い、生活の安定を図ります。

④子どもの能力および可能性を最大限伸ばすための教育支援

施策の方向性
学校教育により学力を保障するとともに、学校を窓口とした福祉
関連機関との連携や経済的支援を通じて、学校から子どもを福祉
的支援につなげ、総合的に対策を推進し、また、教育費負担の軽
減を図ります。

子どもが小学校における生活や学習へ円滑に移行できるよう、保幼小連携を推進し、貧困の連鎖を防ぐための幼
児教育の質の向上を図り、また、学校や地域での放課後学習の取組、福祉関連機関との連携など学校を拠点とし
た子どもの貧困対策の展開や教育費負担の軽減に取り組みます。

取組状況

○主要事業の取組状況と今後の課題

雇用情勢の改善によりセンターの利用者数が減少傾向にあ
るなかで、就職まで長期間にわたって利用する人が一定の
割合でいるため、利用者に応じたきめ細かな支援を図る必
要がある。

　若者の就労を支援するため、おうみ若者未来サポートセンターにおい
て、就職相談・職業紹介、求人情報の提供、就職に関する講習会や就職説
明会の開催などをワンストップで実施。
（ヤングジョブセンター滋賀の実績）
・新規登録者数　　　　　2,083人
・センター利用者総数　　18,818人
・就職者数　　　　　　　1,253人



事業名 今後の課題 担当部局取組状況

地域若者サポートステーショ
ン支援事業

就職まで長期間にわたって利用する人が増加傾向にあるた
め、求職者の能力に応じたサービスの提供など、きめ細か
な支援を行う必要がある。

労働雇用政
策課

母子父子寡婦福祉資金貸付
（再掲）

貸付金のうち約９割は、児童の修学に伴う資金であり、当
資金が有効に活用されるよう、引き続き、貸付審査・償還
指導を適正に実施していく必要がある。

子ども・青
少年局

みんなで淡海子ども食堂をつ
くろう！応援事業

今後も引き続き、子どもを中心とした地域での支え合いづ
くりを進める必要があり、平成30年度中に100か所の開設
を目指す。

子ども・青
少年局

スクールカウンセラー等活用
事業

・早い段階から子どもの情緒面等の支援を行っていくた
め、小学校への配置や派遣の拡充とより効果的な活用方法
を検討していく必要がある。
・子ども・保護者への継続的な支援が行えるように、ス
クールカウンセラーを介した校種間のより円滑な連携のあ
り方を検討していく必要がある。

学校教育課

高等学校奨学資金貸付事業 経済的理由により高等学校等で修学することが困難な生徒
に対して、今後も奨学資金を貸与する必要がある。

教育総務課経済的理由により高等学校等へ進学することが困難な者に対して、奨学資
金を貸与し、有為な人材の育成に寄与した。
貸付人数　608人、貸付額　186,229,000円
貸与金額
　奨学金（月額）
　　　国公立（自宅）　18,000円
　　　　　　（自宅外）23,000円
　　　私立　（自宅）　30,000円
　　　　　　（自宅外）35,000円
　入学資金　　基本額　50,000円
　　（私立加算 限度額150,000円）

　就職が困難な若者の職業的自立を支援するため、滋賀県地域若者サポー
トステーションにおいて、カウンセリングや就労体験、交流サロン等を実
施した。
・臨床心理相談件数　　　　　163件
・職場体験参加者数　　　延べ 79人
・交流サロン参加者数　　延べ329人

ひとり親家庭等に対して、修学資金等の貸付を実施。
貸付件数　266件

○配置時間 【24,172時間】
・配置・派遣状況：全公立中・高等学校に配置、全公立小学校に配置・派
遣
・高等学校重点校9校（高等学校）常駐校4校（中学校）、小中連携校8校
（中学校）小学校重点校（20校）配置
○相談件数 【29,987件】

しんどさを抱える子どもを地域ぐるみで支える子どもの居場所として、淡
海子ども食堂を展開するための取組を実施した。
具体的には、子ども食堂の立ち上げ支援として、立ち上げのための経費の
助成や、講習会や実施者の交流会を開催するとともに、地域で子ども食堂
の取組を進めるｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの養成（研修会の開催）を実施した。
これらの取組により、子ども食堂の開設数が、H27年度末の16か所から、
H28年度末には62か所へと増加した。



事業名 今後の課題 担当部局取組状況

生活困窮世帯の子どもの学習
支援事業

・学生等の学習サポーター（ボランティア）の確保が難し
いことから、運営体制が整わず、対象とする生徒の拡大が
図れない。
・本事業は子どもの学力向上のみならず、生活習慣を含め
た生きる力をつけることを目指しており、地域の中での協
力体制を構築しつつ、保護者を中心とする家庭への支援も
含めた事業実施を展開していく必要がある。

健康福祉政
策課

子どもの生活・学習支援事業 今後も、貧困の状況にある子どもが社会的孤立に陥ること
のないよう、より多くの市町において子どもの居場所づく
りや学習支援活動が進むよう、展開を図る。（平成29年度
は、草津市・東近江市に加えて、彦根市および甲賀市でも
実施予定）

子ども・青
少年局

ひとり親家庭の子どもが抱える特有の課題に対応し、貧困の連鎖を防止す
る観点から、ひとり親家庭の子どもに対し、基本的な生活習慣の習得支援
や、学習支援を実施した。（草津市では集合型により33回開催、東近江市
では訪問型により40回訪問）

・日野町福祉課、日野町教委学校教育課、日野町社協、日野町少年セン
ター、日野中学校、東近江健康福祉事務所が連携し、日野町子どもの学習
支援事業を実施した。また、ファミリーサポートセンターが実施する子ど
も食堂から支援を得られるなど地域の社会資源として認知されるように
なった。
・生活保護世帯の中学生を対象とし、中学２年（１名）、中学３年（２
名）、高校３年（１名）、延べ参加者71名の利用があった。（毎週金曜日
16時～18時に開催）
・生徒の自主学習を中心に学力に合わせて個別指導を行った。
・中学３年生の２名は志望校の公立高校に合格し、高校３年生は高校卒業
し、企業就職した。


